
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  財産及び債務の明細書と国外財産調書            

Ｑ：財産及び債務の明細書には、国外財産

も記載しなければならないこととなっていま

すが、この明細書を提出したら国外財産調書

は提出しなくてもいいのですか？                              

                                              

Ａ：提出しなければなりません。 

【解説】 

財産及び債務の明細書とは、確定申告書を

提出しなければならない人のうち、その年分

の各種所得金額の合計額が2,000万円を超え

る人について提出が求められているもので、

その人のうち、その年の12月31日において、

その価額の合計額が5,000万円を超える国外

財産を有する人は、国外財産調書も提出しな

ければならないとされています。 

したがって、財産及び債務の明細書を提出

していても国外に5,000万円を超える財産を

有している場合は、国外財産調書を提出しな

ければならないのですが、この場合には、財

産及び債務の明細書には備考欄に「国外財産

については国外財産調書に記載のとおり」と

記載すればよく、国外財産調書と同じことを

記載する必要はありません。 

なお、国外に存する債務に係る財産及び債

務の明細書の記載は、これまでと同様に記載

する必要があります。 
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